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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数頁を有する記入帳に記入される記入情報を表示する記入情報表示装置であって、
　前記記入情報の記入時点及び記入頁を取得する取得手段と、
　前記記入時点を参照し、単一頁表示と複数頁表示を切り替える表示制御手段と、
を有することを特徴とする記入情報表示装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記記入時点が同一の単位期間内に含まれる前記記入情報が複数
頁に存在する場合には、前記複数頁表示を行うように制御する
ことを特徴とする請求項１に記載の記入情報表示装置。
【請求項３】
　前記取得手段は、前記記入情報の記入に用いられる電子ペンから受信する記入時刻を前
記記入情報ごとの前記記入時点として取得する
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の記入情報表示装置。
【請求項４】
　前記取得手段は、頁ごとに少なくとも１つ記入される日付を文字認識処理によって認識
し、同一頁に含まれる前記記入情報ごとの前記記入時点として取得する
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の記入情報表示装置。
【請求項５】
　コンピュータが、複数頁を有する記入帳に記入される記入情報を表示する記入情報表示
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方法であって、
　前記コンピュータの制御部が、
　前記記入情報の記入時点及び記入頁を取得する取得ステップと、
　前記記入時点を参照し、単一頁表示と複数頁表示を切り替える表示制御ステップと、
を実行することを特徴とする記入情報表示方法。
【請求項６】
　コンピュータを、複数頁を有する記入帳に記入される記入情報を表示する記入情報表示
装置として機能させるためのプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記記入情報の記入時点及び記入頁を取得する取得手段と、
　前記記入時点を参照し、単一頁表示と複数頁表示を切り替える表示制御手段として機能
させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数頁を有する記入帳に記入される記入情報を表示する記入情報表示装置等
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、実験の内容を実験ノートなどの記入帳に記入することが行われている。記入
帳としては、例えば、記入情報を電子化する電子ペン専用の専用紙を用いることができる
。電子ペンの代表的なものとしてスウェーデンのＡｎｏｔｏ社が開発した「アノトペン（
Ａｎｏｔｏ
ｐｅｎ）」が知られている。特許文献１に記載されているように、アノトペンは、用紙に
印刷された所定のドットパターンを読み取って記入情報を生成し、記入情報をコンピュー
タに送信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３８４２２８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、実験ノートにおいては、実験が行われた日付ごとに頁を分けて記入すること
が一般的である。そこで、電子ペンによって実験ノートに記入された記入情報をコンピュ
ータに表示する場合、通常は１頁ずつ表示すれば良い。
【０００５】
　しかしながら、大きい図表などを記入する場合、見開きの２頁分に跨って記入すること
がある。このような場合、複数頁を同時に並べて表示する複数頁表示を行うことが望まし
い。
【０００６】
　本発明は、前述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とすることは、必要
に応じて自動的に複数頁表示を行うことが可能な記入情報表示装置等を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述した目的を達成するための第１の発明は、複数頁を有する記入帳に記入される記入
情報を表示する記入情報表示装置であって、前記記入情報の記入時点及び記入頁を取得す
る取得手段と、前記記入時点を参照し、単一頁表示と複数頁表示を切り替える表示制御手
段と、を有することを特徴とする記入情報表示装置である。第１の発明によって、必要に



(3) JP 6375903 B2 2018.8.22

10

20

30

40

50

応じて自動的に複数頁表示を行うことが可能となる。
【０００８】
　第１の発明における前記表示制御手段は、前記記入時点が同一の単位期間内に含まれる
前記記入情報が複数頁に存在する場合には、前記複数頁表示を行うように制御することが
望ましい。これによって、実験ノートのように、通常は日付ごとに頁を分けて記入するも
のの、大きい図表などを見開きの２頁分に跨って記入することがある場合であっても、適
切に単一頁表示と複数頁表示を切り替えて表示することができる。
【０００９】
　例えば、第１の発明における前記取得手段は、前記記入情報の記入に用いられる電子ペ
ンから受信する記入時刻を前記記入情報ごとの前記記入時点として取得する。これによっ
て、記入時点を正確に取得することができる。
【００１０】
　例えば、第１の発明における前記取得手段は、頁ごとに少なくとも１つ記入される日付
を文字認識処理によって認識し、同一頁に含まれる前記記入情報ごとの前記記入時点とし
て取得する。これによって、リアルタイムクロックを有しない電子ペンを使用する場合や
、電子ペンを使用しない場合であっても、本発明を適用することができる。
【００１１】
　第２の発明は、コンピュータが、複数頁を有する記入帳に記入される記入情報を表示す
る記入情報表示方法であって、前記コンピュータの制御部が、前記記入情報の記入時点及
び記入頁を取得する取得ステップと、前記記入時点を参照し、単一頁表示と複数頁表示を
切り替える表示制御ステップと、を実行することを特徴とする記入情報表示方法である。
これによって、必要に応じて自動的に複数頁表示を行うことが可能となる。
【００１２】
　第３の発明は、コンピュータを、複数頁を有する記入帳に記入される記入情報を表示す
る記入情報表示装置として機能させるためのプログラムであって、前記コンピュータを、
前記記入情報の記入時点及び記入頁を取得する取得手段と、前記記入時点を参照し、単一
頁表示と複数頁表示を切り替える表示制御手段として機能させるためのプログラムである
。第３の発明のプログラムを汎用のコンピュータにインストールすることによって、第１
の発明の記入情報表示装置を得ることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により、必要に応じて自動的に複数頁表示を行うことが可能な記入情報表示装置
等を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】記入情報表示システムの概要を示す図
【図２】ドットパターンのドットとそのドットが変換される値との関係を示す図
【図３】（ａ）は、ドットパターンを模式的に示し、（ｂ）は、それに対応する情報の例
を示す図
【図４】電子ペン１の構造を示す概略図
【図５】記入情報表示装置３のハードウエア構成図
【図６】座標定義情報のデータ構造の一例を示す図
【図７】アップロード処理を示すフローチャート
【図８】表示制御処理を示すフローチャート
【図９】単一頁表示の一例を示す図
【図１０】複数頁表示の一例を示す図
【図１１】複数頁表示の他の例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下図面に基づいて、本発明の実施形態を詳細に説明する。本発明は、後述する記入帳
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を実験ノートとして用いる場合に好適であるが、これに限定されるわけではない。本発明
は、前述の課題を有するものに適用すれば、実験ノートに適用する場合と同様の効果を奏
する。
【００１６】
　図１は、記入情報表示システムの概要を示す図である。図１に示すように、記入情報表
示システムは、電子ペン１と、記入帳２と、記入情報表示装置３とを備える。
【００１７】
　記入帳２は、複数頁を有する。記入帳２の各頁には、それぞれ異なる座標範囲のドット
パターン（コード化パターン）が印刷される。ドットパターンは、電子ペン１により読み
取ることができるように赤外線を吸収するカーボンを含んだインクにより印刷され、その
他の文字や図などは、赤外線を吸収しないインキにより印刷される。記入帳２の電子デー
タは、記入情報表示装置３により記憶される。記入帳２の各頁を示す画像は、記入情報表
示装置３により表示される。
【００１８】
　図２は、ドットパターンのドットとそのドットが変換される値との関係を示す図である
。図２は、アノト方式のドットパターン（コード化パターン）を示している。図２に示す
ように、ドットパターンの各ドットは、その位置によって所定の値に対応付けられている
。すなわち、ドットの位置を仮想格子の基準位置（縦線及び横線の交差点）から上下左右
のどの方向にシフトするかによって、各ドットは、０～３の値に対応付けられている。ま
た、各ドットの値は、更に、Ｘ座標用の第１ビット値及びＹ座標用の第２ビット値に変換
できる。このようにして対応付けられた情報の組合せにより、記入帳２の各頁上の位置座
標が決定されるように構成されている。
【００１９】
　記入帳２の頁同士では、座標領域が重ならないようにドットパターンが形成される。す
なわち、各ドットパターンによって、同一頁内の位置座標の識別（例えば、そのドットパ
ターンが記入帳２の各頁上のどの位置にあるのか）だけでなく、頁番号も識別可能である
。
【００２０】
　図３（ａ）は、ドットパターンを模式的に示し、図３（ｂ）は、それに対応する情報の
例を示す図である。図３（ａ）に示すように、縦横約２ｃｍの範囲内に６×６個のドット
が、記入帳２のどの部分から６×６ドットを取ってもユニークなパターンとなるように配
置されている。これら３６個のドットにより形成されるドットパターンは、頁番号と、各
頁内の位置座標の情報を保持している。図３（ｂ）は、図３（ａ）に示す規則性に基づい
て対応付けられた値に変換したものである。この変換は、ドットパターンの画像を撮影す
る電子ペン１によって行われる。
【００２１】
　図４は、電子ペン１の構造を示す概略図である。図４に示すように、電子ペン１は、そ
の筐体１０１の内部に、インクカートリッジ１０４、ＬＥＤ１０５、ＣＭＯＳカメラ１０
６、圧力センサ１０７、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等により構成されるプロセ
ッサ１０８、ＲＯＭやＲＡＭといったメモリ１０９、リアルタイムクロック１１０、アン
テナ等により構成される通信ユニット１１１及びバッテリー１１２を備える。インクカー
トリッジ１０４の先端は、ペン先部１０３となっており、ユーザは、電子ペン１のペン先
部１０３を記入帳２の各頁に当接させて、ストローク（手書きストローク）を記入する。
ここで、電子ペン１のペン先部１０３が記入帳２の各頁等に最初に接触することを「ペン
ダウン」と呼び、接触している（当接している）状態からペン先部１０３が離れることを
「ペンアップ」と呼ぶ。電子ペン１のペンダウンからペンアップまでの間に記入される軌
跡が１つのストロークとなり、文字や図形等は、１つ又は複数個のストロークからなる。
【００２２】
　バッテリー１１２は、電子ペン１内の各部品に電力を供給するためのものであり、例え
ば電子ペン１のキャップ（図示せず）の脱着により電子ペン１自体の電源のオン／オフを
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行うように構成してもよい。リアルタイムクロック１１０は、記入時刻（タイムスタンプ
）を示す時刻情報を発信し、プロセッサ１０８に供給する。圧力センサ１０７は、ユーザ
が電子ペン１により記入帳２の各頁等に文字やマークを書く際にペン先部１０３からイン
クカートリッジ１０４を通じて与えられる圧力、即ち筆圧を検出し、その値をプロセッサ
１０８へ伝送する。
【００２３】
　プロセッサ１０８は、圧力センサ１０７から与えられる筆圧データに基づいて、ＬＥＤ
１０５及びＣＭＯＳカメラ１０６のスイッチのオン／オフを切替える。即ち、ユーザが電
子ペン１で記入帳２の各頁等に文字などを書くと、ペン先部１０３に筆圧がかかり、圧力
センサ１０７によって所定値以上の筆圧が検出されたときに、プロセッサ１０８は、ユー
ザが記入を開始したと判定して、ＬＥＤ１０５及びＣＭＯＳカメラ１０６を作動させる。
そして、通信ユニット１１１が、圧力センサ１０７により検出されたペンダウン情報と、
後述する電子ペン１の識別情報（以後、「ペンＩＤ」と呼ぶ。）とを関連付けて、記入情
報表示装置３へ送信する。また、ユーザが１つのストロークを記入し終えて電子ペン１を
記入帳２の各頁等から離すと、圧力センサ１０７は、所定値以上の筆圧が検出されなくな
ることでペンアップを検出する。すると、通信ユニット１１１が、圧力センサ１０７によ
り検出されたペンアップ情報とペンＩＤとを関連付けて、記入情報表示装置３へ送信する
。
【００２４】
　ＬＥＤ１０５とＣＭＯＳカメラ１０６は、電子ペン１のペン先部１０３付近に取り付け
られており、筐体１０１におけるＬＥＤ１０５及びＣＭＯＳカメラ１０６と対向する部分
には、開口部１０２が形成されている。ＬＥＤ１０５は、記入帳２の各頁上のペン先部１
０３近傍に向けて赤外線を照明する。その領域は、ペン先部１０３が記入帳２の各頁等に
接触する位置とはわずかにずれている。ＣＭＯＳカメラ１０６には、赤外線を透過し赤外
線以外を遮断する赤外線フィルタが設けられており、ＣＭＯＳカメラ１０６は、ＬＥＤ１
０５によって照明された領域内におけるドットパターンを撮影し、そのドットパターンの
画像データをプロセッサ１０８に供給する。ここで、カーボンは赤外線を吸収するため、
ＬＥＤ１０５によって照射された赤外線は、ドットに含まれるカーボンによって吸収され
る。そのため、ドットの部分は、赤外線の反射量が少なく、ドット以外の部分は赤外線の
反射量が多い。ＣＭＯＳカメラ１０６の撮影により、赤外線の反射量の違いから閾値を設
けることによって、カーボンを含むドットの領域とそれ以外の領域を区別することができ
る。したがって、記入帳２の各頁に文字や図面などが印刷されていた場合でも、印刷した
インクは赤外域に吸収性を持たないため、プロセッサ１０８は、ドットパターンを認識す
ることができる。なお、ＣＭＯＳカメラ１０６による撮影領域は、図３（ａ）に示すよう
な約２ｍｍ×約２ｍｍの大きさを含む範囲であり、ＣＭＯＳカメラ１０６の撮影は毎秒５
０～１００回程度の定間隔で行われる。また、ＣＭＯＳカメラ１０６は、ドットを鮮明に
撮影するため、十分な被写界深度を有している。
【００２５】
　プロセッサ１０８は、ユーザの記入が行われる間、ＣＭＯＳカメラ１０６によって供給
される画像データのドットパターンから、ユーザが記入するストローク（筆跡）の記入帳
２の各頁等におけるＸ、Ｙ座標（以後、単に「座標データ」とも呼ぶ。）を連続的に演算
していく。すなわち、プロセッサ１０８は、ＣＭＯＳカメラ１０６によって供給される、
図３（ａ）に示されるようなドットパターンの画像データを図３（ｂ）に示すデータ配列
に変換し、さらに、Ｘ座標ビット値・Ｙ座標ビット値に変換して、そのデータ配列から所
定の演算方法により座標データを演算する。なお、プロセッサ１０８は、ドットパターン
に対向する電子ペン１の角度に起因するドットの画像上の配列を補正する回転補正処理機
能を備えており、座標演算の際にその機能が実行される。そして、プロセッサ１０８は、
リアルタイムクロック１１０から発信される記入時刻（タイムスタンプ）、筆圧データ及
び座標データを対応付ける。以後、これらの関連付けたデータを、まとめて「座標属性情
報」と呼ぶ。なお、記入帳２の各頁における６×６のドットパターンは、記入帳２で重複
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することはないため、ユーザが電子ペン１で文字等を記入すると、記入された位置が記入
帳２の各頁のどの位置に当たるかを、プロセッサ１０８による座標演算により特定するこ
とができる。
【００２６】
　メモリ１０９には、電子ペン１を識別するための「ｐｅｎ０１」といったペンＩＤ、ペ
ン製造者番号、ペンソフトウェアのバージョン等のプロパティ情報が記憶されている。そ
して、通信ユニット１１１は、ペンＩＤと、記入時刻（タイムスタンプ）と、筆圧データ
と、座標データとを関連付けて、記入情報表示装置３へ送信する。この場合の通信ユニッ
ト１１１による記入情報表示装置３への送信は、Bluetooth（登録商標）などの無線送信
によって、即時的かつ逐次的に行われる。ここで、電子ペン１のペンダウンからペンアッ
プまでの間に生成されて記入情報表示装置３に送信された１個又は複数個の座標属性情報
は、記入情報表示装置３に記憶される。換言すると、１つのストロークは、１個又は複数
個のＸ、Ｙ座標（座標点）からなり、記入情報表示装置３は、ペンダウン情報及びペンア
ップ情報によって、１つのストロークを構成する１個又は複数個の座標属性情報を認識す
る。
　以降、電子ペン１のペンダウンからペンアップまでの間に生成されて記入情報表示装置
３に送信される１個又は複数個の座標属性情報を「記入情報」と呼ぶ。
【００２７】
　なお、電子ペン１は、インクカートリッジ１０４に代えて、インキが充填されていない
ペン部を備えてもよい。
【００２８】
　図５は、記入情報表示装置３のハードウエア構成図である。なお、図５のハードウエア
構成は一例である。記入情報表示装置３は、用途、目的に応じて様々な構成を採ることが
可能であり、デスクトップＰＣ（Personal Computer）、ノートＰＣ、タブレットＰＣ、
スマートフォン等のいずれであっても良い。
【００２９】
　図５に示すように、記入情報表示装置３は、制御部３１、記憶部３２、メディア入出力
部３３、通信制御部３４、入力部３５、表示部３６、周辺機器Ｉ／Ｆ部３７等が、バス３
８を介して接続される。
【００３０】
　制御部３１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、
ＲＡＭ（Random Access Memory）等によって構成される。ＣＰＵは、記憶部３２、ＲＯＭ
、記録媒体等に格納されるプログラムをＲＡＭ上のワークメモリ領域に呼び出して実行し
、バス３８を介して接続された各装置を駆動制御し、記入情報表示装置３が行う後述する
処理を実現する。ＲＯＭは、不揮発性メモリであり、コンピュータのブートプログラムや
ＢＩＯＳ等のプログラム、データ等を恒久的に保持している。ＲＡＭは、揮発性メモリで
あり、記憶部３２、ＲＯＭ、記録媒体等からロードしたプログラム、データ等を一時的に
保持するとともに、制御部３１が各種処理を行う為に使用するワークエリアを備える。
【００３１】
　記憶部３２は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）等であり、制御部３１が実行するプログラ
ム、プログラム実行に必要なデータ、ＯＳ（Operating System）等が格納される。プログ
ラムに関しては、ＯＳに相当する制御プログラムや、後述する処理をコンピュータに実行
させるためのアプリケーションプログラムが格納されている。これらの各プログラムコー
ドは、制御部３１により必要に応じて読み出されてＲＡＭに移され、ＣＰＵに読み出され
て各種の手段として実行される。
【００３２】
　メディア入出力部３３（ドライブ装置）は、データの入出力を行い、例えば、ＣＤドラ
イブ（－ＲＯＭ、－Ｒ、－ＲＷ等）、ＤＶＤドライブ（－ＲＯＭ、－Ｒ、－ＲＷ等）等の
メディア入出力装置を有する。通信制御部３４は、通信制御装置、通信ポート等を有し、
コンピュータとネットワーク間の通信を媒介する通信インタフェースであり、ネットワー
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クを介して、他のコンピュータ間との通信制御を行う。ネットワークは、有線、無線を問
わない。
【００３３】
　入力部３５は、データの入力を行い、例えば、キーボード、マウス等のポインティング
デバイス、テンキー等の入力装置を有する。入力部３５を介して、コンピュータに対して
、操作指示、動作指示、データ入力等を行うことができる。表示部３６は、液晶パネル等
のディスプレイ装置、ディスプレイ装置と連携してコンピュータのビデオ機能を実現する
ための論理回路等（ビデオアダプタ等）を有する。尚、入力部３５及び表示部３６は、タ
ッチパネルディスプレイのように、一体となっていても良い。
【００３４】
　周辺機器Ｉ／Ｆ（Interface）部３７は、コンピュータと周辺機器とのデータ送受信を
行うためのポートやアンテナ等であり、コンピュータは周辺機器Ｉ／Ｆ部３７を介して周
辺機器とのデータの送受信を行う。周辺機器との接続形態は、有線（例えば、ＵＳＢ（Un
iversal Serial Bus）等）、無線（例えば、Bluetooth（登録商標）等）を問わない。バ
ス３８は、各装置間の制御信号、データ信号等の授受を媒介する経路である。
【００３５】
　図６は、記憶部３２に記憶される「座標定義情報」のデータ構造の一例を示す図である
。座標定義情報とは、記入帳２の各頁に印刷されたドットパターンが示す座標範囲の情報
を示すものである。図６の例では、座標定義情報は、記入帳２の頁ごとに、記入帳２の種
類を識別するための記入帳ＩＤを示す項目と、頁番号を示す項目と、記入帳２の頁に印刷
されたドットパターンの座標範囲を示す項目とを含む。なお、ここでは、図１に示す記入
帳２の記入帳ＩＤは「Ｎ０１」とし、座標範囲は、角の位置情報（Ｘｎ、Ｙｎ）、高さ（
Ｙ方向）、幅（Ｘ方向）で規定されている。
【００３６】
　図７は、アップロード処理を示すフローチャートである。図７に示すように、電子ペン
１の通信ユニット１１１から記入情報が送信されると、記入情報表示装置３の制御部３１
は、周辺機器Ｉ／Ｆ部３７を介して記入情報を受信し（ステップＳ１１）、受信した記入
情報をペンＩＤごとに記憶部３２に記憶する（ステップＳ１２）。このとき、制御部３１
は、図６に示す記入帳２の座標定義情報を参照し、記入情報を頁番号と関連付けて、記憶
部３２に記憶する。
【００３７】
　なお、ステップＳ１２の変形例として、制御部３１は、電子ペン１から受信する記入情
報を、通信制御部３４及びネットワークを介して、図示しないサーバに送信し、サーバの
記憶装置に記憶させるようにしても良い。この場合、制御部３１は、必要に応じて、サー
バの記憶装置から記入情報を取得する。
【００３８】
　また、電子ペン１が、インクカートリッジ１０４に代えて、インキが充填されていない
ペン部を備えている場合、制御部３１は、一時的にＲＡＭに記入情報を記憶するようにし
ても良い。この場合、制御部３１は、ＲＡＭに記憶する記入情報を即時的に表示部３６に
表示するようにしても良い。そして、制御部３１は、ユーザからの求めに応じて、記憶部
３２に記入情報を記憶したり、サーバの記憶装置に記憶させたりしても良い。以下では、
制御部３１は、記憶部３２に記入情報を記憶するものとして説明する。
【００３９】
　図８は、記入情報表示装置３の表示制御処理を示すフローチャートである。
【００４０】
　最初に、制御部３１は、記憶部３２から記入情報の記入時点及び記入頁を取得する（ス
テップＳ２１）。記入時点とは、各記入情報が記入された日付や時刻等の情報である。記
入頁とは、各記入情報が記入された頁の情報である。制御部３１は、記憶部３２から、記
入情報ごとの記入頁として頁番号を取得し、記入情報ごとの記入時点として記入時刻（タ
イムスタンプ）を取得する。
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【００４１】
　ステップＳ２１の変形例として、制御部３１は、頁ごとに少なくとも１つ記入される日
付を文字認識処理によって認識し、同一頁に含まれる記入情報ごとの記入時点として取得
するようにしても良い。この場合、日付記入ルールとして、記入箇所（例えば、各頁に記
入される罫線の左側）や記入態様（例えば、「月／日」）を定めておけば、精度良く文字
認識処理を行うことができる。
【００４２】
　なお、通常の光学文字認識処理（ＯＣＲ：Optical Character
Recognition）と比較すると、図７に示すアップロード処理がイメージスキャナを用いた
取込処理に相当するので、本発明の実施の形態では、制御部３１は、パターンマッチング
処理（予め記憶されている文字パターンとの照合）のみを行うだけでよい。
【００４３】
　次に、制御部３１は、記入時点が表示対象の単位期間内に含まれる記入情報が複数頁に
存在するか否か判定する（ステップＳ２２）。単位期間は、例えば、１時間、半日、１日
、１週間等である。ステップＳ２２の判定がＮｏの場合、制御部３１は、単一頁表示を行
うように制御し（ステップＳ２３）、ステップＳ２２の判定がＹｅｓの場合、制御部３１
は、複数頁表示を行うように制御する（ステップＳ２４）。換言すると、制御部３１は、
記入時点を参照し、単一頁表示と複数頁表示を切り替える。複数頁表示とは、表示部３６
において複数頁を同時に並べて表示することを意味する。
【００４４】
　図９は、単一頁表示の一例を示す図である。図９（ａ）は、記入帳２ａの模式図である
。図９（ｂ）は、表示部３６に表示される表示画面４ａの模式図である。表示画面４ａは
、サムネイル領域４１とメイン領域４２に分かれており、サムネイル領域４１にはサムネ
イル画像４３ａ～４３ｃが表示され、メイン領域４２には詳細画像４４ａが表示されてい
る。
【００４５】
　図９（ａ）に示す記入帳２ａには、見開き２頁のうち、左側の頁において、２月２日、
２月３日及び２月７日に記入情報が記入され、右側の頁において、２月１２日及び２月１
５日に記入情報が記入されている。
【００４６】
　表示対象の単位期間を１日とし、記入帳２ａの左側の頁を表示するとする。この場合、
制御部３１は、記入時点が表示対象の単位期間内に含まれる記入情報が複数頁に存在しな
いと判定し、図９（ｂ）に示すように、単一頁表示を行うように制御する。図９（ｂ）で
は、詳細画像４４ａとして、記入帳２ａの左側の頁に対応する画像が表示されている。
【００４７】
　なお、実験ノートにおいては、実験が行われた日付ごとに頁を分けて記入することが一
般的であるものの、図９（ｂ）に示す例のように、同一頁内に異なる日付による記入情報
が含まれていても、本発明を適用することができる。
【００４８】
　図１０は、複数頁表示の一例を示す図である。図１０（ａ）は、記入帳２ｂの模式図で
ある。図１０（ｂ）は、表示部３６に表示される表示画面４ｂの模式図である。図１０（
ａ）に示す記入帳２ｂには、見開き２頁に跨って、３月４日に記入情報（図表）が記入さ
れている。
【００４９】
　表示対象の単位期間を１日とし、記入帳２ｂの左側（又は右側）の頁を表示するとする
。この場合、制御部３１は、記入時点が表示対象の単位期間内に含まれる記入情報が複数
頁に存在すると判定し、図１０（ｂ）に示すように、複数頁表示を行うように制御する。
図１０（ｂ）では、詳細画像４４ｂとして、記入帳２ｂの見開き２頁に対応する画像が表
示されている。
【００５０】



(9) JP 6375903 B2 2018.8.22

10

20

30

40

50

　図１１は、複数頁表示の他の例を示す図である。図１１（ａ）は、記入帳２ｃの模式図
である。図１１（ｂ）は、表示部３６に表示される表画面４ｃの模式図である。図１１（
ａ）に示す記入帳２ｃには、見開き２頁に跨って、２月２日、２月３日、及び２月７日の
記入情報が記入されている。
【００５１】
　表示対象の単位期間を６日とし、記入帳２ｃの左側（又は右側）の頁を表示するとする
。この場合、制御部３１は、記入時点が表示対象の単位期間内に含まれる記入情報が複数
頁に存在すると判定し、図１１（ｂ）に示すように、複数頁表示を行うように制御する。
図１１（ｂ）では、詳細画像４４ｃとして、記入帳２ｃの見開き２頁に対応する画像が表
示されている。
【００５２】
　なお、図１０（ｂ）及び図１１（ｂ）に示す例では、見開き２頁を同時に並べて表示す
るものとしたが、本発明はこれに限定されない。例えば、見開き以外の２頁を同時に並べ
て表示するようにしても良いし、３頁以上を同時に並べて表示するようにしても良い。但
し、頁数が多すぎると視認性が悪くなるため、同時表示の頁数に上限を設定できるように
しても良い。
【００５３】
　以上、記入情報表示装置３は、記入情報の記入時点及び記入頁を取得し、記入時点を参
照し、単一頁表示と複数頁表示を切り替える。これによって、必要に応じて自動的に複数
頁表示を行うことができる。
【００５４】
　また、記入情報表示装置３は、記入時点が同一の単位期間内に含まれる記入情報が複数
頁に存在する場合には、複数頁表示を行うように制御する。これによって、実験ノートの
ように、通常は日付ごとに頁を分けて記入するものの、大きい図表などを見開きの２頁分
に跨って記入することがある場合であっても、適切に単一頁表示と複数頁表示を切り替え
て表示することができる。
【００５５】
　また、記入情報表示装置３は、電子ペン１から受信する記入時刻を記入情報ごとの記入
時点として取得するようにしても良い。これによって、記入時点を正確に取得することが
できる。
【００５６】
　また、記入情報表示装置３は、頁ごとに少なくとも１つ記入される日付を文字認識処理
によって認識し、同一頁に含まれる入情報ごとの記入時点として取得するようにしても良
い。これによって、リアルタイムクロック１１０を有しない電子ペン１を使用する場合や
、電子ペン１を使用しない場合であっても、本発明を適用することができる。
【００５７】
　なお、前述の説明では、記入帳２が紙媒体としたが、記入帳２は、紙媒体に代えて、タ
ッチパネルディスプレイを有するタブレット端末等であっても良い。記入帳２がタブレッ
ト端末等である場合、電子ペン１は、インキが充填されていないペン部を備える。この場
合の構成例としては、例えば、特開２０１４－２１９９２９号公報に記載されており、前
述の記入帳２が紙媒体の場合と同様に本発明を適用することができる。
【００５８】
　以上、添付図面を参照しながら、本発明に係る記入情報表示装置等の好適な実施形態に
ついて説明したが、本発明はかかる例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した
技術的思想の範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり
、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００５９】
　１………電子ペン
　２、２ａ、２ｂ、２ｃ………記入帳
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　３………記入情報表示装置
　３１………制御部
　３２………記憶部
　３３………メディア入出力部
　３４………通信制御部
　３５………入力部
　３６………表示部
　３７………周辺機器Ｉ／Ｆ部
　４ａ、４ｂ、４ｃ………表示画面
　４１………サムネイル領域
　４２………メイン領域
　４３ａ、４３ｂ、４３ｃ、４３ｄ、４３ｅ、４３ｆ、４３ｇ、４３ｈ、４３ｉ………サ
ムネイル画像
　４４ａ、４４ｂ、４４ｃ………詳細画像

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】 【図１０】
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